
株式会社 東⽇本住宅評価センター

第１章　総則

（趣旨）

第１条

  この規程は、別に定める｢株式会社東⽇本住宅評価センター適合証明業務規程｣（以下｢業務規程｣

という。）に基づき、株式会社東⽇本住宅評価センター（以下「当機関」という。）が実施する適合証明

業務に係る⼿数料について、必要な事項を定める。

第２章　新築住宅

（適用の範囲）

第２条

  本章においては新築住宅の証券化⽀援事業（フラット35）及び財形住宅融資の適合証明に係る検

査の⼿数料について定める。

（用語の定義）

第３条

　この⼿数料規程において次の各号に掲げる⼀⼾建て等に係る用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。

⼀　建設評価特例　当機関で建設住宅性能評価書を取得する住宅のうち、機構の定める技術基準を

満たすものについて、設計検査および中間現場検査を省略し、竣⼯現場検査から⼿続きを⾏うことがで

きる特例をいう。

⼆　設計評価特例（中間検査別途）　当機関で設計住宅性能評価書の交付を受けた住宅のうち、

機構の定める技術基準を満たすものについて、当機関が建築基準法の特定⼯程検査または瑕疵担保

　 履⾏法の保険検査を⾏う場合は、設計検査および中間現場検査を省略し、竣⼯現場検査から⼿続

きを⾏うことができる特例をいう。

三　設計評価特例（中間検査申請必要）　当機関で設計住宅性能評価書の交付を受けた住宅のう

　 ち、機構の定める技術基準を満たすものについて、設計検査を省略し、中間現場検査から⼿続きを⾏

　 うことができる特例をいう。

四　⻑期優良特例（中間検査別途）　⻑期優良住宅に係る認定通知書等を既に取得しており、当機

関で⻑期優良住宅建築等計画に係る技術的審査の適合証の交付を受けた住宅のうち、当機関が建

　 築基準法の特定⼯程検査または瑕疵担保履⾏法の保険検査を⾏う場合は、設計検査および中間現

場検査を省略し、竣⼯現場検査から⼿続きを⾏うことができる特例をいう。

適合証明業務⼿数料規程
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五　⻑期優良特例（中間検査申請必要）　⻑期優良住宅に係る認定通知書等を既に取得しており、

　 当機関で⻑期優良住宅建築等計画に係る技術的審査の適合証の交付を受けた住宅のうち、設計検

　 査を省略し、中間現場検査から⼿続きを⾏うことができる特例をいう。

六　⼀般住宅（中間検査別途・断熱計算書なし）　機構承認住宅（設計登録タイプ）でない住宅で、

当機関が建築基準法の特定⼯程検査または瑕疵担保履⾏法の保険検査を⾏うもので、かつ断熱計

算書が添付されないものをいう。

七　⼀般住宅（中間検査申請必要・断熱計算書なし）　機構承認住宅（設計登録タイプ）でない住

宅で、当機関が建築基準法の特定⼯程検査または瑕疵担保履⾏法の保険検査を⾏わないもので、

かつ断熱計算書が添付されないものをいう。

⼋　⼀般住宅（断熱計算書あり）　　機構承認住宅（設計登録タイプ）でない住宅で、かつ断熱計算

書が添付されるものをいう。

九　機構承認住宅（設計登録タイプ・S断熱計算書なし）　　機構承認住宅（設計登録タイプ）で、か

つ優良住宅取得⽀援制度（省エネルギー性）としての断熱計算書が添付されないものをいう。

⼗　機構承認住宅（設計登録タイプ・S断熱計算書あり）　　機構承認住宅（設計登録タイプ）で、

かつ優良住宅取得⽀援制度（省エネルギー性）としての断熱計算書添付されるものをいう。

⼗⼀　竣⼯済特例　設計検査および中間現場検査の⼿続きを⾏っていない住宅について、中間現場検

査可能時期以降に設計検査および竣⼯現場検査の申請を⾏うことができる特例をいう。

（優良住宅取得⽀援制度）

第４条

　証券化⽀援事業（フラット35）において優良住宅取得⽀援制度とは、独⽴⾏政法⼈住宅⾦融⽀援

機構の定めるフラット35Ｓ（⾦利Ａプラン）及びフラット35Ｓ（⾦利Ｂプラン）をいう。

（⼀⼾建て等の申請⼿数料）

第５条

  ⼀⼾建て等の申請⼿数料の額は、適合証明申請⼀⼾につき、別表第１に定める額とする。

２　⼀⼾建て等で、優良住宅取得⽀援制度の適用を受けようとする場合は、適合証明申請⼀⼾につき、

別表第２に定める額とする。ただし、フラット35Ｓ省エネルギー性⼜は耐久性・可変性に係るもので所管

⾏政庁等が交付した書類のみにより判断できるものの申請⼿数料の額は、別表第１に定める額とする。

（共同建ての申請⼿数料）

第６条

  ⼀般申請の場合、共同建ての申請⼿数料の額は、別表第3-1に定める額とする。ただし、当機関の交

付した建設⼜は設計住宅性能評価書の写しが添付されたもの（設計住宅性能評価書の写しが添付さ

れたものにあっては、建設評価を併せて申請したものに限る。次項で同じ。）の申請⼿数料の額は、別表

第3-2に定める額とする。

２  １棟全⼾の⼀括申請の場合、共同建ての申請⼿数料の額は、別表第4-1に定める額とする。ただし、

当機関の交付した建設⼜は設計住宅性能評価書の写しが添付されたものの申請⼿数料の額は、別表
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第4-2に定める額とする。

３　前２項において、設計住宅性能評価書の写しが添付されたもので、建設評価を併せて申請しない場合

の⼿数料については、別途⾒積りとする。

（共同建てで、優良住宅取得⽀援制度を利用する場合の申請⼿数料）

第７条

　共同建てで、１つの基準により優良住宅取得⽀援制度の適用を受けようとする場合は、建設評価特例

による場合及びフラット35Ｓ省エネルギー性⼜は耐久性・可変性に係るもので所管⾏政庁等が交付した

書類のみにより判断できる場合を除き、第６条の⼿数料額に、別表第５に定める額を加算する。

２　優良住宅の基準について、２つ以上の基準を選択する場合の⼿数料については、別途⾒積りとする。

第３章　賃貸住宅融資

（適用の範囲）

第８条

  本章においては賃貸住宅融資の適合証明に係る検査の⼿数料について定める。

（賃貸住宅融資（省エネ住宅）及び賃貸住宅融資（サービス付⾼齢者向け住宅）の申請⼿数料）

第９条

賃貸住宅融資（省エネ住宅）及び賃貸住宅融資（サービス付⾼齢者向け住宅）の申請⼿数料の

額は、別表第６に定める額とする。

（まちづくり融資（賃貸住宅）の申請⼿数料）

第10条

まちづくり融資（賃貸住宅）の申請⼿数料の額は、別表第４－１に定める額とする。⻑屋の場合は、

共同住宅と読み替える。

第４章　中古住宅

（適用の範囲）

第11条

  本章においては中古住宅（リフォーム⼀体型及びフラット35リノベ（性能向上リフォーム推進モデル事

業）を含む。）の証券化⽀援事業（フラット35）及び財形住宅融資の適合証明に係る検査の⼿数料

について定める。

（用語の定義）

第11条の２

　この⼿数料規程において次の各号に掲げる中古住宅に係る用語の意義は、それぞれ当該各号に定め
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るところによる。

⼀　個⼈リフォーム⼜は買取再販 パターン①　　フラット35リノベの通常の⼿続き（｢事前確認｣、｢リフォー

ム⼯事計画の確認｣及び｢適合証明検査(リフォーム⼯事後｣の3つの検査を⾏うものをいう。）の場合

をいう。

⼆　買取再販 パターン②　　フラット35リノベのリフォーム⼯事後に⼀括して物件検査を⾏う場合（宅地

建物取引業者が取得してリフォーム⼯事を⾏った住宅の場合に限る。）をいう。

（リフォーム⼀体型の対象とする住宅）

第11条の３

⼀⼾建て等においては、以下のいずれかに該当する住宅とする。

ア 新築年⽉⽇（表⽰登記における新築時期）が平成15年４⽉１⽇以後⼜は建築確認⽇が平成

14年４⽉１⽇以後の住宅で、新築時に旧公庫の⼯事審査を受けたもの

イ 新築時にフラット35の物件検査を受けたもの

ウ 新築時に建設住宅性能評価書を取得しており、当該評価書における「３ 劣化対策等級（構造躯

体等）」の評価結果が等級２以上のもの

２　マンションにおいては、以下のいずれかに該当する住宅とする。

①中古マンションらくらくフラット35登録物件

② ①以外のマンションで、中古住宅適合証明書を取得しているもの

③ ①及び②以外のマンションで、新耐震基準に適合しているもの

④ ①から③まで以外のマンション

（優良住宅取得⽀援制度）

第12条

　証券化⽀援事業（フラット35）において優良住宅取得⽀援制度とは、フラット35Ｓ（⾦利Ａプラン）、

フラット35Ｓ（中古タイプ）及びフラット35Ｓ（⾦利Ｂプラン）をいう。

（⼀⼾建て等の申請⼿数料）

第13条

  ⼀⼾建て等の申請⼿数料の額は、適合証明申請⼀⼾につき、別表第7-1から別表第7-3までに定める

額とする。

（マンションの申請⼿数料）

第14条

  マンションの申請⼿数料の額は、新築時に検査済証のある物件については、適合証明申請⼀⼾につき、

別表第8-1から別表第8-3までに定める額とする。

２　前項に当てはまらない物件については、別途⾒積りとする。

３  マンションの住棟単位の適合証明に係る検査の申請⼿数料の額は、別途⾒積りとする。

４　マンションの借換融資の適合証明に係る検査の申請⼿数料の額は、別途⾒積りとする。
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５　第11条の２第２項④に掲げるマンションの適合証明に係る検査の申請⼿数料の額は、別途⾒積りと

する。

第５章　雑則

（当機関以外で設計検査を⾏った場合の加算⼿数料等）

第15条

　当機関以外で設計検査合格通知されたものの、中間現場検査以降からの当機関への申請は、現場

検査申請⼿数料額に、⼀⼾建て等にあっては10,000円を、共同建てにあっては20,000円を、それぞれ

加算する。

　また、⼀⼾建て等で当機関以外で中間現場検査の合格通知を受けたものの竣⼯現場検査・適合証

明の申請にあっては、当機関はこれを引受けない。

２　フラット35リノベにおいて、当機関以外で「事前確認」検査合格通知されたものの、「リフォーム⼯事計画

の確認」検査以降からの当機関への申請は、「リフォーム⼯事計画の確認」＋「適合証明検査(リフォーム

⼯事後)」検査申請⼿数料額に、30,000円を加算する。

　また、当機関以外で「リフォーム⼯事計画の確認」検査の合格通知を受けたものの「適合証明検査(リ

フォーム⼯事後)」の申請にあっては、当機関はこれを引受けない。

（追加⼿数料）

第16条

業務を引受けた後、引受承諾書に⽰す⼿数料額と本規程で定める⼿数料額に差額を⽣じた場合は、

追加⼿数料として、その差額を加算する。

２　適合証明業務約款第８条第２項に規定する機構技術基準に係る設計検査変更届が提出された場

合は、11,000円の追加⼿数料を加算する。

３　再検査・再調査の場合は、次に⽰す額の追加⼿数料を加算する。

ア　新築・⼀⼾建て等　　⼀⼾当たり　14,000円

イ　新築・共同建て　　別表第3-1、別表第3-2、別表第4-1⼜は別表第4-2に⽰す額

ウ　賃貸　　別表第4-1⼜は別表第６に⽰す額

エ　中古　　別表第7-1から7-3まで⼜は別表第8-1から8-3までに⽰す額

４　当機関の実施者が現場に⾏ったが⽴会⼈の不在など申請者の責に帰すべき事由で検査ができなかっ

た場合は、前項に⽰す⼿数料と同額の追加⼿数料を加算する。

（⼿数料の減額）

第17条

  当機関は、第５条から前条第１項までに定める⼿数料の額を、種々の状況を勘案して減額することが

できる。ただし、⻑野県及び新潟県内の住宅を除き、建築確認申請を当機関が引受けていない住宅につ

いては減額しない。
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（遠隔地の場合の⼿数料）

第18条

　当機関は中間及び竣⼯現場検査（第16条にいう再検査等を含む。）⼜は、中古住宅の現地調査

において、当機関の拠点から現場までの距離に応じ、別途遠隔地⼿数料を加算することができる。

（適合証明書等の再発⾏⼿数料）

第19条

 設計検査に関する通知書、中間現場検査に関する通知書及び適合証明書（付表を含む）（以下

「適合証明書等」という。）の再発⾏⼿数料は、適合証明書等１通につき、次の各号に定める額とする。

ア　設計検査に関する通知書 5,000円

イ　中間現場検査に関する通知書 5,000円

ウ　適合証明書（申請者用） 5,000円

エ　適合証明書（⾦融機関提出用） 5,000円

オ　適合証明書（住宅⾦融⽀援機構提出用） 5,000円

（消費税額の加算）

第20条

　本規程に定める⼿数料については、消費税を含まないものとし、消費税抜きの価額を表⽰する。

２　加算する消費税額の算定に当たっては、中古住宅（リフォーム⼀体型及びフラット35リノベを除く。以下

本条において同じ。）以外にあっては申請書第１面⼜は第２面に記載する竣⼯予定⽇⼜は引受⽇の翌

⽇のいずれか遅い⽅の⽇、中古住宅にあっては引受⽇の１週間後の⽇にそれぞれ適用される消費税率を

適用する。

３　前項の規定にかかわらず、第19条の⼿数料については、適合証明書等再発⾏申込書受付⽇に適用さ

れる消費税率を適用する。

（⼿数料の納⼊時期）

第21条

　申請者は本規程に定める⼿数料を、新築住宅の⼀⼾建て等にあって、⼀括パック⼿数料として納⼊す

る場合は、⼀連の検査の初回申請時に納⼊することとする。

２　新築住宅の⼀⼾建て等にあって、前項によらない場合は、設計検査、中間現場検査及び竣⼯現場検

査・適合証明の⼿数料を、それぞれの検査の申請時に納⼊することとする。

３　新築住宅の共同建てにあっては、設計検査及び竣⼯現場検査・適合証明の⼿数料の合計を、設計検

査申請時に納⼊することとする。ただし、建設住宅性能評価書若しくは設計住宅性能評価書と共に⼜は

写しを添付して申請され、適合証明の検査を⼀部省略する⼿続を利用する場合は、竣⼯現場検査（適

合証明）申請時に⼿数料を納⼊することとする。

４　中古住宅の⼀⼾建て等及びマンションにあっては物件検査・適合証明の⼿数料を物件検査・適合証明

申請時に納⼊することとする。ただし、フラット35リノベにおいては、「事前確認」検査及び「リフォーム⼯事計

画の確認」＋「適合証明検査」の⼿数料を、それぞれ「事前確認」検査及び「リフォー
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ム⼯事計画の確認」検査の申請時に納⼊することとする。

５　賃貸住宅にあっては、設計検査及び竣⼯現場検査・適合証明の⼿数料の合計を、設計検査申請時

に納⼊することとする。

６  当機関は、第３項及び第５項に定める⼿数料の納⼊時期を、種々の状況を勘案して変更することが

できる。

（⼿数料の納⼊⽅法）

第22条

　申請者は、当機関の指定する銀⾏⼝座に振り込みの⽅法で⽀払うものとする。

（⼿数料の返還）

第23条

　⼀括パック⼿数料を含め、収納した⼿数料は返還しない。ただし、当機関の責に帰すべき事由により適

合証明業務が実施できなかった場合は、この限りでない。

２　⼤震災⼜は津波に起因して住宅が滅失した場合等で、公益上の⾒地から⼿数料を返還することが相

当であると当機関が判断した場合は、前項にかかわらず、これを⾏う。

附則
（適用期日）

（イ）この適合証明業務手数料規程は、平成１５年（２００３年）１０月１日から適用する。

（ロ）改定　平成１６年（２００４年）　６月２９日

（ハ）改定　平成１６年（２００４年）１０月　１日

（ニ）改定　平成１７年（２００５年）　６月　１日

（ホ）改定　平成１７年（２００５年）　８月　１日

（へ）改定　平成１７年（２００５年）　９月　１日

（ト）改定　平成１７年（２００５年）１１月１５日

（チ）改定　平成１８年（２００６年）　４月　１日

（リ）改定　平成１８年（２００６年）　９月　１日

（積立者向け融資）

　積立者向け融資については別途見積りとする。

（ヌ）改定　平成１９年（２００７年）　４月　１日

（ル）改定　平成１９年（２００７年）　５月３０日

（ヲ）改定　平成１９年（２００７年）１１月　１日

（ワ）改定　平成２０年（２００８年）　４月　１日

（カ）改定　平成２０年（２００８年）１０月　１日
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（ヨ）改定　平成２１年（２００９年）　１月１３日

（タ）改定　平成２１年（２００９年）　６月　４日

（レ）改定　平成２１年（２００９年）１０月　１日

（ソ）改定　平成２２年（２０１０年）　６月　１日

（ツ）改定　平成２３年（２０１１年）　４月　１日

（ネ）改定　平成２４年（２０１２年）　１月　１日

（ナ）改定　平成２５年（２０１３年）　５月　１日

（ラ）改定　平成２５年（２０１３年）　９月　１日

（ム）改定　平成２５年（２０１３年）１２月　１日

（ウ）改定　平成２６年（２０１４年）　１月　１日

（ヰ）改定　平成２６年（２０１４年）　４月　１日

（ノ）改定　平成２６年（２０１４年）１０月　１日

（第１９条以外は１１月１日より実施、第１９条は１０月１日より実施）

（オ）改定　平成２７年（２０１５年）　１月　１日

（ク）改定　平成２７年（２０１５年）　４月　１日

（ヤ）改定　平成２７年（２０１５年）１１月１０日

（マ）改定　平成２８年（２０１６年）３月１０日（５月１日より実施）

（ケ）改定　平成２８年（２０１６年）　８月　１日

（フ）改定　平成２９年（２０１７年）　４月　１日
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適合証明業務⼿数料規程  別表　（税抜き）

別表第１：新築住宅の⼀⼾建て等の⼿数料額（優良住宅取得⽀援制度なし※）
〔単位：円〕

合計（⼀括パック⼿数料） 合計（⼀括パック⼿数料）
設計検査 中間検査 竣⼯検査

13,000 13,000

14,000 14,000

34,000 64,000

64,000 64,000

19,000 27,000

24,000 41,000
14,000 13,000 14,000

27,000 44,000
17,000 13,000 14,000

25,000 28,000
14,000 ― 14,000

27,000 41,000
14,000 13,000 14,000

30,000 44,000
17,000 13,000 14,000

※）フラット35Ｓ省エネルギー性⼜は耐久性・可変性に係るもので所管⾏政庁等が交付した書類のみにより
　判断できるものを含む。

１）⼀般住宅（中間検査別途）で⼀括パック⼿数料を利用する場合、万⼀途中で⼀般住宅（中間検査申
　請必要）に変更となる場合は、取下げ・再申請となる。

２）竣⼯済特例においては、設計評価特例を併用することはできない。
　
３）設計検査から引受ける「⼀般住宅（中間検査申請必要）」の⼀括パック⼿数料は、中間検査を省略
　しても同⼀額とする。

（注）⼿数料は⼀括パック⼿数料を基本とするが、設計検査から引受けるもので中間検査を別途⾏うものである場合等
は、⼿数料上の分割申請とすることもできる。⼿数料上の分割申請を希望する場合は、申請書⼀面連絡事項欄に「⼿数
料上の分割申請」と記載する。

機構承認住宅
（設計登録タイプ・断熱計算書あり）

⼀般住宅
（断熱計算書あり）

⼀般住宅
（中間検査申請必要・断熱計算書なし）

機構承認住宅
（設計登録タイプ・断熱計算書なし）

⼀般住宅
（中間検査別途・断熱計算書なし）

設計検査から
引受けるもの

中間現場検
査以降引受け

るもの

竣⼯済特例
(機構承認住宅（設計登録タイプ）)

竣⼯済特例
（⼀般住宅）

建設評価特例

中間現場検査
から引受けるもの

⻑期優良特例（中間検査申請必要）
設計評価特例（中間検査申請必要）

竣⼯現場検
査から引受け

るもの

フラット35
建築確認を当機関に申請

する場合
左記以外⼜は分割申請する場合

（⼿数料上の分割申請の場合は下段）

（優良住宅取得⽀援制度なし※）

⻑期優良特例（中間検査別途）
設計評価特例（中間検査別途）
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別表第２：新築住宅の⼀⼾建て等の⼿数料額（優良住宅取得⽀援制度あり）
〔単位：円〕

合計（⼀括パック⼿数料） 合計（⼀括パック⼿数料）
設計検査 中間検査 竣⼯検査

13,000 13,000

14,000 18,000

46,000 65,000

64,000 65,000

26,000 32,000

31,000 48,000
16,000 14,000 18,000

41,000 55,000
23,000 14,000 18,000

⼀般住宅 41,000 55,000
（省エネルギー性及び耐震性の含まれないもの） 23,000 14,000 18,000

⼀般住宅 51,000 65,000
（省エネルギー性⼜は耐震性の含まれるもの） 33,000 14,000 18,000

＊）フラット35Ｓ省エネルギー性⼜は耐久性・可変性に係るもので所管⾏政庁等が交付した
　書類のみにより判断できるものを除く。

１）竣⼯済特例においては、設計評価特例を併用することはできない。

２）設計検査から引受けるものの⼀括パック⼿数料は、中間検査を省略しても同⼀額とする。

フラット35Ｓ＊
（⾦利Ａプラン）

建築確認を当機関に申請
する場合

左記以外⼜は分割申請する場合
（⼿数料上の分割申請の場合は下段）

（注）⼿数料は⼀括パック⼿数料を基本とするが、設計検査から引受けるもので中間検査を別途⾏うものである場合等
は、⼿数料上の分割申請とすることもできる。⼿数料上の分割申請を希望する場合は、申請書⼀面連絡事項欄に「⼿数
料上の分割申請」と記載する。

設計検査から
引受けるもの

機構承認住宅
（設計登録タイプ・S断熱計算書なし）

機構承認住宅
（設計登録タイプ・S断熱計算書あり）

設計評価特例（中間検査申請必
要）

竣⼯済特例
(機構承認住宅（設計登録タイプ）)

竣⼯済特例
（⼀般住宅）

中間現場検査
から引受けるもの

竣⼯現場検
査から引受け

るもの

竣⼯済特例
（⼀般住宅）

竣⼯済特例
(機構承認住宅（設計登録タイプ）)

設計評価特例（中間検査別途）

建設評価特例

及び（⾦利Ｂプラン）

中間現場検査
以降引受けるも

の
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別表第３－１：新築住宅の共同建ての⼿数料額（⼀般申請）
（当機関の交付した建設⼜は設計住宅性能評価書の写しが添付されないもの）

〔単位：円〕

注 ：n：申請⼾数、N：建物⼾数とする。
注 ：竣⼯現場検査の再検査が必要な場合は、上表⾦額に１⼾当たり1,000円（プラス遠
　隔地加算）を加えた⾦額とする。

別表第３－２：新築住宅の共同建ての⼿数料額（⼀般申請）
（当機関の交付した建設⼜は設計住宅性能評価書の写しが添付されるもの）

〔単位：円〕

※　設計住宅性能評価書の写しが添付されたものにあっては、建設評価を併せて申請したも
　のに限る。
注 ：n：申請⼾数、N：建物⼾数　とする。
注 ：竣⼯現場検査の再検査が必要な場合は、上表⾦額に１⼾当たり1,000円（プラス遠
　隔地加算）を加えた⾦額とする。

建築確認を当機関に申請
しない場合

設計検査 竣⼯現場検査・適合証明

― 6,900×n ＋ 7,500

竣⼯現場検査・適合証明

N≦４ 断熱計算書ありの場合 49,500、
断熱計算書なしの場合 45,000 6,900×n ＋ 7,500

N≧５
（断熱計算書ありの場合） 120,000 ＋ 3,000×n 6,900×n ＋ 7,500

建築確認を当機関に申請
する場合

設計検査 竣⼯現場検査・適合証明

― 4,600×n ＋ 5,000

建築確認を当機関に申請
しない場合 設計検査

建築確認を当機関に申請
する場合 設計検査 竣⼯現場検査・適合証明

N≦４ 断熱計算書ありの場合 33,000、
断熱計算書なしの場合 30,000 4,600×n ＋ 5,000

N≧５
（断熱計算書ありの場合） 80,000 ＋ 2,000×n 4,600×n ＋ 5,000

N≧５
（断熱計算書なしの場合） 120,000 6,900×n ＋ 7,500

N≧５
（断熱計算書なしの場合） 80,000 4,600×n ＋ 5,000
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別表第４－１：新築住宅の共同建ての⼿数料額（１棟全⼾の⼀括申請）
（分譲住宅（フラット35登録マンション）及びまちづくり融資（賃貸住宅））
（当機関の交付した建設⼜は設計住宅性能評価書の写しが添付されないもの）

〔単位：円〕

注 ：n：申請⼾数、N：建物⼾数（１棟当たり）とする。ただし、賃貸住宅で複数棟の申請
　があった場合は、N：総⼾数とする。
注 ：竣⼯現場検査の再検査が必要な場合は、上表⾦額に１⼾当たり1,000円（プラス遠
　隔地加算）を加えた⾦額とする。

N≧５
（断熱計算書なしの場合） 120,000

5〜20⼾ 4,800×N

21〜50⼾ 99,000 ＋ 300×N

51⼾〜 157,500 ＋ 300×N

N≧５
（断熱計算書なしの場合） 80,000

5〜20⼾ 3,200×N

21〜50⼾ 66,000 ＋ 200×N

51⼾〜 105,000 ＋ 200×N

99,000 ＋ 300×N

51⼾〜 157,500 ＋ 300×N

N≦４ 断熱計算書ありの場合 49,500、
断熱計算書なしの場合 45,000 〜4⼾ 6,900×n ＋ 7,500

N≧５
（断熱計算書ありの場合） 120,000 ＋ 3,000×n

5〜20⼾ 4,800×N

21〜50⼾

建築確認を当機関に申請
しない場合

設計検査（１棟当たり） 竣⼯現場検査・適合証明
N

3,200×N

51⼾〜 105,000 ＋ 200×N

N≦４ 断熱計算書ありの場合 33,000、
断熱計算書なしの場合 30,000 〜4⼾ 4,600×n ＋ 5,000

N≧５
（断熱計算書ありの場合） 80,000 ＋ 2,000×n

5〜20⼾

21〜50⼾ 66,000 ＋ 200×N

建築確認を当機関に申請
する場合

設計検査（１棟当たり） 竣⼯現場検査・適合証明
N
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別表第４－２：新築住宅の共同建ての⼿数料額（１棟全⼾の⼀括申請）
（当機関の交付した建設⼜は設計住宅性能評価書の写しが添付されるフラット35登録マンション）

〔単位：円〕

※　設計住宅性能評価書の写しが添付されたものにあっては、建設評価を併せて申請したも
　のに限る。
注 ：n：申請⼾数、N：建物⼾数　とする。
注 ：竣⼯現場検査の再検査が必要な場合は、上表⾦額に１⼾当たり1,000円（プラス遠
　隔地加算）を加えた⾦額とする。

97,500 ＋ 300×N

51⼾〜 120,000 ＋ 300×N

21〜50⼾

建築確認を当機関に申請
しない場合

設計検査 竣⼯現場検査・適合証明

―

4,800×N ＋ 7,500

3,200×N ＋ 5,000

21〜50⼾ 65,000 ＋ 200×N

51⼾〜 80,000 ＋ 200×N

〜20⼾

N

建築確認を当機関に申請
する場合

設計検査 竣⼯現場検査・適合証明
N

―

〜20⼾
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別表第５：優良住宅取得⽀援制度適用の新築住宅の共同建ての⼿数料加算額
（建設評価特例による場合及び「省エネ住宅ポイント対象住宅証明書書」、「低炭素建築物
新築等計画認定通知書」⼜は「⻑期優良住宅認定通知書」の交付を受けた場合を除く）

〔単位：円〕

※優良住宅取得⽀援制度とは、フラット35Ｓ（⾦利Ａプラン）及びフラット35Ｓ（⾦利Ｂプラン）
　をいう。
注 ：n：申請⼾数、N：建物⼾数　とする。

⼀般申請（省エネルギー性
⼜は耐震性の含まれるも

の）
45,000 3,000×n

⼀括申請（省エネルギー性
及び耐震性の含まれないも

の）
30,000

⼀般申請（省エネルギー性
及び耐震性の含まれないも

の）
30,000

1,200×N

3,000×n

N
〜50⼾

⼀般申請（省エネルギー性
及び耐震性の含まれないも

の）
20,000 2,000×n

20,000

30,000

⼀括申請（省エネルギー性
及び耐震性の含まれないも

の）

⼀括申請（省エネルギー性
⼜は耐震性の含まれるも

の）

N
51⼾〜

N
〜50⼾ 1,000×N

N
〜50⼾ 1,500×N

N
51⼾〜 1,200×N

1,500×N
N

51⼾〜

1,000×N

N
51⼾〜

800×N

建築確認を当機関に申請
しない場合 設計検査 竣⼯現場検査・適合証明

800×N

⼀般申請（省エネルギー性
⼜は耐震性の含まれるも

の）
30,000 2,000×n

N
〜50⼾

⼀括申請（省エネルギー性
⼜は耐震性の含まれるも

の）
45,000

建築確認を当機関に申請
する場合 設計検査 竣⼯現場検査・適合証明
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別表第６：賃貸住宅融資の⼿数料額
（賃貸住宅融資（省エネ住宅）及び賃貸住宅融資（サービス付⾼齢者向け住宅））

〔単位：円〕

注 ：n：申請⼾数、N：建物⼾数（１棟当たり）とする。ただし、賃貸住宅で複数棟の申請
　があった場合は、N：総⼾数とする。
注 ：設計住宅性能評価書等とは、低炭素建築物新築等計画認定通知書、建築物エネルギー消
　費性能向上計画認定通知書⻑期優良住宅認定通知書、BELS評価書を含む。
注 ：竣⼯現場検査の再検査が必要な場合は、上表⾦額に１⼾当たり1,000円（プラス遠
　隔地加算）を加えた⾦額とする。

建築確認を当機関に申請
しない場合

設計検査（１棟当たり） 竣⼯現場検査・適合証明
N

下記以外の場合
 66,000、

機構承認住宅（設計登録タイプ・断熱計
算書なし）⼜は設計住宅性能評価書等

取得済の場合51,000

〜20⼾ 5,000 ＋ 4,500×N

21〜50⼾ 95,000 ＋ 300×N

51⼾〜 125,000 ＋ 300×N

21〜50⼾ 65,000 ＋ 200×N

51⼾〜 85,000 ＋ 200×N

建築確認を当機関に申請
する場合

設計検査（１棟当たり） 竣⼯現場検査・適合証明
N

下記以外の場合
 44,000、

機構承認住宅（設計登録タイプ・断熱計
算書なし）⼜は設計住宅性能評価書等

取得済の場合34,000

〜20⼾ 5,000 ＋ 3,000×N
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別表第７－１：中古住宅の⼀⼾建て等の⼿数料額（１⼾当たり） 〔単位：円〕

すでに交付されたフ
ラット35適合証明
書⼜は建設住宅性
能評価書により優
良住宅基準を満た
すことを確認できる

住宅

左記以外

すでに交付された旧
公庫融資 現場審
査合格書等により
基準を満たすことを
場合を確認できる

住宅

左記以外

すでに交付されたフ
ラット35適合証明
書⼜は建設住宅性
能評価書により優
良住宅基準を満た
すことを確認できる

住宅

左記以外

すでに交付された旧
公庫融資 現場審
査合格書等により
基準を満たすことを
場合を確認できる

住宅

左記以外

⼿すり設置⼜は段差
解消 46,000 56,000※ ― 80,000※ 64,000 74,000※ ― 98,000※

開⼝部断熱 ― 56,000※ ― 80,000※ ― 74,000※ ― 98,000※

外壁等断熱 46,000*1) 70,000 70,000*1) 94,000 64,000*1) 88,000 88,000*1) 112,000

省エネ 46,000*2) 70,000 ― 94,000 64,000*2) 88,000 ― 112,000

耐久・可変 46,000*3) 70,000 ― 94,000 64,000*3) 88,000 ― 112,000

バリアフリー、耐震性 46,000 70,000 ― 94,000 64,000 88,000 ― 112,000

※現地調査により基準に適合することが確認できる場合の額とし、できない場合は別途⾒積とする。
*1）旧公庫融資 現場審査合格書等により基準を満たすことを場合を確認できる場合を含む。
*2）「住宅事業建築主基準に係る適合証」、「低炭素建築物新築等計画認定通知書」、「省エネ住宅ポイント対象住宅証明書」、「エコポイント対象住宅証明書」、
　「建築物エネルギー消費性能向上計画認定通知書」⼜は「建築物のエネルギー消費性能に係る認定通知書」により優良住宅基準を満たすことを確認できる場合を含む。
*3）「⻑期優良住宅認定通知書」により優良住宅基準を満たすことを確認できる場合を含む。
注）再調査が必要な場合は上表⾦額に14,000円（プラス遠隔地加算）を加えた⾦額とする。

フラット35Ｓ
（優良な住宅
基準,特に優
良な住宅基

準）

フラット35、リ・ユース住宅、
リ・ユースプラス住宅 38,000

フラット35Ｓ
（中古タイ

プ）

フラット35（借換融資） ―

①主要構造部を耐⽕構造若しくは準耐⽕構造（省令準耐⽕構造を含む）とした
住宅、②すでに交付されたフラット35適合証明書若しくは旧公庫融資 現場審査に
関する通知書等により耐久性基準を満たすことを確認できる住宅、⼜は③建設住

宅性能評価書で劣化対策等級２以上であることが確認できる住宅

左記以外

左記以外 左記以外

62,000

62,000

Ｓ56.６.１以降の確認
（Ｓ58.６.１以降の竣⼯）

80,000

62,000

56,000

―

Ｓ56.６.１以降の確認
（Ｓ58.６.１以降の竣⼯）
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別表第７－２：リフォーム⼀体型の⼀⼾建て等の⼿数料額（１⼾当たり） 〔単位：円〕

右記以外 増築があるリフォー
ム⼯事を⾏う場合 右記以外 増築があるリフォー

ム⼯事を⾏う場合

45,600 69,600 67,200 91,200

55,200 79,200 76,800 100,800

67,200 91,200 88,800 112,800

省エネ＊1) 55,200 79,200 76,800 100,800

耐久性・可変性＊2) 55,200 79,200 76,800 100,800

上記以外の
省エネ、耐久性・可変

性、
バリアフリー、耐震

84,000 108,000 105,600 129,600

加算額

リフォーム⼯事に建築
確認が必要な場合で、
当機関以外で建築確
認⼜は完了検査を⾏

う場合

― 5,000 ― 5,000

※）開⼝部断熱、段差解消⼜は⼿すり設置。

*1)「低炭素建築物新築等計画認定通知書」、「建築物エネルギー消費性能向上計画認定通知書」⼜は「建築物のエネルギー消費性能に係る認定通知書」により優良住宅基準を満たすことを確認できる

　場合。

*2)「⻑期優良住宅認定通知書（増築・改築）」により優良住宅基準を満たすことを確認できる場合。

注）再調査が必要な場合は上表⾦額に14,000円（プラス遠隔地加算）を加えた⾦額とする。

リフォーム後フ
ラット35Ｓ

（優良な住宅
基準,特に優
良な住宅基

準）

リフォーム後フラット35Ｓ（中古タイ
プ）※

①主要構造部を耐⽕構造若しくは準耐
⽕構造（省令準耐⽕構造を含む）とし
た住宅、②すでに交付されたフラット35
適合証明書若しくは旧公庫融資 現場
審査に関する通知書等により耐久性基
準を満たすことを確認できる住宅、⼜は
③建設住宅性能評価書で劣化対策等
級２以上であることが確認できる住宅

フラット35

新築時書面上フラット35Ｓ基準を満た
し、リフォーム後も不変

左記以外
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別表第７－３：フラット35リノベの⼀⼾建て等の⼿数料額（１⼾当たり） 〔単位：円〕

事前確認
リフォーム⼯事計画
の確認＋適合証明

検査
事前確認

リフォーム⼯事計画
の確認＋適合証明

検査

省エネ＊1) 79,200 79,200

耐久性・可変性＊2) 79,200 79,200

上記以外の
省エネ、耐久性・可変
性、バリアフリー、耐震

108,000 108,000

フラット35Ｓに適合し
ていないことを設計図
書で確認する場合

20,000 ― 20,000 ―

旧耐震物件であり、耐
震評価を⾏う場合 28,800 ― 28,800 ―

リフォーム⼯事に建築
確認が必要な場合で、
当機関以外で建築確
認⼜は完了検査を⾏

う場合

― 5,000 ― 5,000

*1)「低炭素建築物新築等計画認定通知書」⼜は「建築物エネルギー消費性能向上計画認定通知書」により優良住宅基準を満たすことを確認できる場合。

*2)「⻑期優良住宅認定通知書（増築・改築）」により優良住宅基準を満たすことを確認できる場合。

注）再調査が必要な場合は上表⾦額に14,000円（プラス遠隔地加算）を加えた⾦額とする。

94,800リフォーム後フ
ラット35Ｓ

（優良な住宅
基準,特に優
良な住宅基

準）

加算額

個⼈リフォーム⼜は買取再販 パターン①
リフォーム⼯事前及び⼯事後において、
①主要構造部を耐⽕構造若しくは準耐
⽕構造（省令準耐⽕構造を含む）とし
た住宅、②すでに交付されたフラット35
適合証明書若しくは旧公庫融資 現場
審査に関する通知書等により耐久性基
準を満たすことを確認できる住宅、⼜は
③建設住宅性能評価書で劣化対策等
級２以上であることが確認できる住宅

左記以外

20,000

116,400

116,400

145,200

20,000

買取再販 パターン②

左記以外

リフォーム⼯事前及び⼯事後において、
①主要構造部を耐⽕構造若しくは準耐
⽕構造（省令準耐⽕構造を含む）とし
た住宅、②すでに交付されたフラット35
適合証明書若しくは旧公庫融資 現場
審査に関する通知書等により耐久性基
準を満たすことを確認できる住宅、⼜は
③建設住宅性能評価書で劣化対策等
級２以上であることが確認できる住宅

リフォーム⼯事計画の確認＋適合証明
検査(リフォーム⼯事後)

28,80028,800

5,000 5,000

リフォーム⼯事計画の確認＋適合証明
検査(リフォーム⼯事後)

45,600 67,200
94,800

123,600
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別表第８－１：中古住宅のマンションの⼿数料額（１⼾当たり） 〔単位：円〕

すでに交付されたフラット35
適合証明書⼜は建設住宅
性能評価書により優良住宅
基準を満たすことを確認でき

る住宅

左記以外

すでに交付された旧公庫融
資 現場審査合格書等によ
り基準を満たすことを場合を

確認できる住宅

左記以外

⼿すり設置⼜は段差
解消 46,000 56,000※ ― 82,000※

開⼝部断熱 46,000 56,000※ ― 82,000※

外壁等断熱 46,000*1) 70,000 72,000*1) 96,000

省エネ 46,000*2) 70,000 ― 96,000

耐久・可変 46,000*3) 70,000 ― 96,000

バリアフリー、耐震性 46,000 70,000 ― 96,000

※現地調査により基準に適合することが確認できる場合の額とし、できない場合は別途⾒積とする。

*1）旧公庫融資 現場審査合格書等により基準を満たすことを場合を確認できる場合を含む。

*2）「低炭素建築物新築等計画認定通知書」、「省エネ住宅ポイント対象住宅証明書」⼜は「建築物エネルギー消費性能向上計画認定通知書」

　により優良住宅基準を満たすことを確認できる場合を含む。

*3）「⻑期優良住宅認定通知書」により優良住宅基準を満たすことを確認できる場合を含む。

注）再調査が必要な場合は上表⾦額に１⼾当たり14,000円（プラス遠隔地加算）を加えた⾦額とする。

　上表に記載のないものについては、別途⾒積とする。

フラット35Ｓ
（優良な住宅基
準,特に優良な住

宅基準）

フラット35Ｓ
（中古タイプ）

新築時に検査済証のある物件

左記以外

64,000

①Ｓ56.６.１以降の確認（Ｓ58.６.１以降の竣⼯）
⼜は②Ｓ56.５.31以前の確認（Ｓ58.５.31以前の

竣⼯）で、耐震診断により必要な耐震性を有していること
を確認しているもの若しくは中古住宅ローン減税に係る

「耐震基準適合証明書」のあるもの

38,000フラット35、リ・ユースマンション、
リ・ユースプラスマンション
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別表第８－２：リフォーム⼀体型のマンションの⼿数料額（１⼾当たり）
新築時に検査済証のある物

件 〔単位：円〕

45,600

55,200

67,200

省エネ＊1) 55,200

耐久性・可変性＊2) 55,200

上記以外の
省エネ、耐久性・可変

性、
バリアフリー、耐震

84,000

※）開⼝部断熱、段差解消⼜は⼿すり設置。

*1)「低炭素建築物新築等計画認定通知書」⼜は「建築物エネルギー消費性能向上計画認定通知書」

　により優良住宅基準を満たすことを確認できる場合。

*2)「⻑期優良住宅認定通知書（増築・改築）」により優良住宅基準を満たすことを確認できる場合。

注）再調査が必要な場合は上表⾦額に１⼾当たり14,000円（プラス遠隔地加算）を加えた⾦額とする。

　上表に記載のないものについては、別途⾒積とする。

フラット35

リフォーム後フラット
35Ｓ

（優良な住宅基
準,特に優良な住

宅基準）

リフォーム後フラット35Ｓ（中古タイプ）※

新築時書面上フラット35Ｓ基準を満たし、
リフォーム後も不変
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別表第８－３：フラット35リノベのマンションの⼿数料額（１⼾当たり） 〔単位：円〕
買取再販 パターン②

事前確認 リフォーム⼯事計画の確認
＋適合証明検査

リフォーム⼯事計画の確認
＋適合証明検査(リフォーム

⼯事後)

省エネ＊1) 79,200 94,800

耐久性・可変性＊2) 79,200 94,800

上記以外の
省エネ、耐久性・可変

性、耐震
別途⾒積 別途⾒積

バリアフリー 108,000 123,600

フラット35Ｓに適合し
ていないことを設計図
書で確認する場合

20,000 ― 20,000

旧耐震物件であり、耐
震評価を⾏う場合 別途⾒積 別途⾒積 別途⾒積

リフォーム⼯事に建築
確認が必要な場合で、
当機関以外で建築確
認⼜は完了検査を⾏

う場合

― 5,000 5,000

*1)「低炭素建築物新築等計画認定通知書」⼜は「建築物エネルギー消費性能向上計画認定通知書」

　により優良住宅基準を満たすことを確認できる場合。

*2)「⻑期優良住宅認定通知書（増築・改築）」により優良住宅基準を満たすことを確認できる場合。

注）再調査が必要な場合は上表⾦額に１⼾当たり14,000円（プラス遠隔地加算）を加えた⾦額とする。

　上表に記載のないものについては、別途⾒積とする。

個⼈リフォーム⼜は買取再販 パターン①

加算額

新築時に検査済証のある物件

リフォーム後フラット
35Ｓ

（優良な住宅基
準,特に優良な住

宅基準）

45,600
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